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企画総務局地域活性推進課 

資料２－１ 

 

広島市安佐北多目的交流広場の指定管理者候補者の公募について 

１ 募集の概要 

項 目 内 容 

⑴ 募 集 期 間 令和６年１０月４日～令和６年１２月１３日 

⑵ 指 定 期 間 令和７年１０月１日～令和１２年３月３１日 〔４年６か月〕 

⑶ 管理の基準 

ア 使用時間 

２４時間使用可能。ただし、以下の施設については使用できる時間を定める。 

(ｱ) 屋外ステージ（専用して使用する場合） 

午前９時から午後５時まで 

(ｲ) 駐車場 

午前７時から午後９時まで 

イ 店舗用施設 

(ｱ) 使用者 

指定管理者が行う公募により使用予定者を決定する。 

(ｲ) 営業可能時間 

午前９時から午後９時までの間 

⑷ 業務の内容等 

ア 多目的交流広場の事業の実施に関すること。 

イ 多目的交流広場の使用の許可に関すること。 

ウ 多目的交流広場における行為の許可に関すること。 

エ 多目的交流広場の特別設備の設置の許可に関すること。 

オ 多目的交流広場の利用の禁止及び制限に関すること。 

カ 多目的交流広場の施設等の維持管理に関すること。 

キ その他市長が定める業務 

ク 特記事項 

(ｱ) 利用料金制を導入する。 

(ｲ) 申請者から本市が示す基準値を達成するための利用促進策の提案を求め

る。 

(ｳ) 管理運営に附帯する事項として、エリアマネジメントの考え方に基づき、

安佐市民病院跡地に整備し又は新たに整備する各施設の管理者等により構成

される協議会を組成し、事務局として一体的なにぎわい創出に努めること。 

⑸ 配 置 人 員 

１人を標準とする。 

（職員の現地常駐は必要としないが、管理業務や緊急時の対応が確実に行える体

制とすること。） 

⑹ 指定管理料 
の上限額 ５，４７５万９千円 〔４年６か月分〕 

２ スケジュール 

令和６年１０月４日～令和６年１２月１３日 公募期間 

令和７年 １月上旬～中旬         書類・面接審査 

１月中旬            審査結果の通知 

１月中旬～下旬         仮協定の締結  

２月下旬            指定管理者の指定 

３月末             本協定の締結 

１０月１日～           供用開始 

イベント※の開催日数：年 12 日以上 
（※集客数が１日 100 人程度以上のもの） 

指定管理者の提案による使用時間の延⾧
も可能とするが、近隣施設等への影響を
鑑み、午後 9 時を越える時間に延⾧する
ことは認めない。 

使用時間外（夜間）は、上下式のポールで出入場制限を行う。 

産直市場等、市民の交
流を図るとともに、地
域産品を販売できる
催しを年４回以上開
催すること  など 


